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議 案
番 号

件                                  名
議  決
内  容

承認1 専決処分の承認を求めることについて

承認2 専決処分の承認を求めることについて

承認3 専決処分の承認を求めることについて

報告1 令和２年度鹿追町一般会計繰越明許費の報告について

報告2 令和２年度鹿追町一般会計事故繰越しの報告について

40
鹿追町行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に
関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について

41 鹿追町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

42
鹿追町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

43 鹿追町町税条例の一部を改正する条例の制定について

44 鹿追町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

45
鹿追町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部
を改正する条例の制定について

46
鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

47 鹿追町公営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について

48 鹿追町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

49 鹿追町公共下水道設置条例の一部を改正する条例の制定について

50 令和３年度鹿追町一般会計補正予算（第２号）について

議　　案　　目　　次
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51
令和３年度鹿追町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい
て

52
令和３年度鹿追町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号）に
ついて

53 令和３年度鹿追町簡易水道特別会計補正予算（第１号）について

54 令和３年度鹿追町下水道特別会計補正予算（第１号）について

55 令和３年度鹿追町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

56 財産の取得について

57 財産の取得について

同意2 鹿追町副町長の選任について
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承認第 １ 号 
 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 
 
  令和３年６月２３日提出 
 
                         鹿追町長 喜 井 知 己   
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専 決 処 分 書 
 

鹿追町町税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、次のとおり専決処分する。 
 
令和３年３月３１日 
                      鹿追町長 喜 井 知 己   

 

 

鹿追町町税条例等の一部を改正する条例 

 

（鹿追町町税条例の一部改正） 

第１条 鹿追町町税条例（昭和２９年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第３６条の３の２第４項中「所得税法第１９８条第２項に規定する納税地の所轄税

務署長の承認を受けている」を「令第４８条の９の７の２において準用する令第８条

の２の２に規定する要件を満たす」に改め、「次条第４項」の次に「及び第５３条の

９第３項」を加える。 

第３６条の３の３第４項中「所得税法第２０３条の６第６項に規定する納税地の所

轄税務署長の承認を受けている」を「令第４８条の９の７の３において準用する令第

８条の２の２に規定する要件を満たす」に改める。 

第５３条の８第１項第１号中「本条、次条第２項及び」を「この条、次条第２項及

び第３項並びに」に改める。 

第５３条の９に次の２項を加える。 

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由 

すべき退職手当等の支払をする者が令第４８条の１８において準用する令第 

８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところによ 

り、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対 

し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することが 

できる。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については、同項 

中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、 

「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けた 

とき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。 

第８１条の４第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第３０項第１号イ」を「附則第１５条第

２７項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第３０項第１号ロ」を「附則

第１５条第２７項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第３０項第１号ハ」

を「附則第１５条第２７項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第３０項

第１号ニ」を「附則第１５条第２７項第１号ニ」に改め、同条第７項中「附則第１５

条第３０項第２号イ」を「附則第１５条第２７項第２号イ」に改め、同条第８項中「附
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則第１５条第３０項第２号ロ」を「附則第１５条第２７項第２号ロ」に改め、同条第

９項中「附則第１５条第３０項第２号ハ」を「附則第１５条第２７項第２号ハ」に改

め、同条第１０項中「附則第１５条第３０項第３号イ」を「附則第１５条第２７項第

３号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第３０項第３号ロ」を「附則第１５

条第２７項第３号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第３０項第３号ハ」を

「附則第１５条第２７項第３号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第３８項」

を「附則第１５条第３４項」に改め、同条第１４項を削り、同条第１５項中「附則第

１５条第４７項」を「附則第１５条第４２項」に改め、同項を同条第１４項とし、同

条中第１６項を第１５項とし、第１７項を第１６項とする。 

附則第１１条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から

令和５年度まで」に改める。 

附則第１１条の２の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和４年度又は令

和５年度」に改め、同条第１項中「令和元年度又は令和２年度分」を「令和４年度分

又は令和５年度分」に改め、同条第２項中「令和元年度適用土地又は令和元年度類似

適用土地」を「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」に、「令和２年度

分」を「令和５年度分」に改める。 

附則第１２条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から

令和５年度まで」に改め、同条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令

和３年度から令和５年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度分の固定

資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加え、同条第２項及び

第３項中「平成３０年度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分及び令和

５年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「平成３０年度から令和２年度まで」を

「令和３年度から令和５年度まで」に改める。 

附則第１３条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から

令和５年度まで」に改め、同条中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年

度から令和５年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この条

において同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度分の固定資

産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加える。 

附則第１５条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令

和５年度まで」に改め、同条第２項中「令和３年３月３１日」を「令和６年３月３１

日」に改める。 

附則第１５条の２中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加え、「令和３年３月

３１日」を「令和３年１２月３１日」に改める。 

附則第１５条の２の２第２項中「同条第２項」の次に「又は第３項」を、「同条第

４項」の次に「又は第５項」を加える。 

附則第１６条第１項中「第５項」を「第８項」に改め、同条第２項中「、当該軽自

動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第３項中「こ

の項及び次項」を「この条」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１

日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年
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度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第４項中「、当該ガソリン軽自動車

が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に次の３項を加

える。 

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車（自家 

用の乗用のものを除く。）に対する第８２条の規定の適用については、当該軽 

自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号 

指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動 

車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定 

を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左 

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲 

げる字句とする。 

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車 

（営業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用については、 

当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間 

に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に 

限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別 

割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句 

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車 

（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対 

する第８２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月 

１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には 

令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年 

４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合 

には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同 

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす 

る。 

附則第１６条の２第１項中「第５項」を「第８項」に改める。 

附則第２２条第２項中「令和３年度」を「令和８年度」に改める。 

附則第２６条に次の１項を加える。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特 

例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の 

２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは「令和 

１７年度」と、「令和３年」とあるのは「令和４年」とする。 

 

（鹿追町町税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 鹿追町町税条例の一部を改正する条例（令和２年条例第１４号）の一部を次の 

ように改正する。 
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第３条のうち、鹿追町町税条例第４８条第１０項の改正規定中「第３２１条の８第

５２項」を「第３２１条の８第６０項」に、「同条第５２項」を「同条第６０項」に

改め、同条第１６項の改正規定中「第３２１条の８第６１項」を「第３２１条の８第

６９項」に改め、同条例第５０条第４項の改正規定中「「又は第３１項」に」の次に

「、「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５の４第４項」に」を加え、同

条例第５２条の改正規定中「第５２条第４項」を「第５２条第３項中「第４８条の１

５の５第４項」を「第４８条の１５の４第４項」に改め、同条第４項」に改め、同条

例附則第３条の２第２項の改正規定の次に次のように加える。 

附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第８１条の２４第１項の規 

定により延長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書の提出期限」を削り、 

同条第２項中「又は法第３２１条の８第４項に規定する連結法人税額の課税標準の算 

定期間」を削る。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（町民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の鹿追町町税条例（以下「新条例」という。）第３６

条の３の２第４項の規定は、この条例の施行の日（以下この条及び附則第４条第１項

において「施行日」という。）以後に行う新条例第３６条の３の２第４項に規定する

電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施

行日前に行った第１条の規定による改正前の鹿追町町税条例（次項において「旧条例」

という。）第３６条の３の２第４項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告

書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第３６条の３の

２第４項に規定する電磁的方法による新条例第３６条の３の３第４項に規定する申告

書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第３６条の３の

２第４項に規定する電磁的方法による旧条例第３６条の３の３第４項に規定する申告

書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令

和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固定資産税

については、なお従前の例による。 

２ 生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）の施行の日から令和３年３月３

１日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）内に旧法附則第１５条

第４１項に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）

が取得（同条第４１項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同

条第４１項に規定する機械装置等（以下この項において「機械装置等」という。）（中

小事業者等が、同条第４１項に規定するリース取引（以下この項において「リース取

引」という。）に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が
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適用期間内に取得をした同条第４１項に規定する先端設備等に該当する機械装置等

を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含

む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得さ

れた３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、

施行日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割

については、なお従前の例による。 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割について

は、なお従前の例による。 
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承認第 ２ 号 
 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 
 
  令和３年６月２３日提出 
 
                         鹿追町長 喜 井 知 己 
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専 決 処 分 書 
 

過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
 
令和３年３月３１日 
                        鹿追町長 喜 井 知 己 

 

過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 

過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成１２年条例第４６号)

の一部を次のように改正する。 

 

第１条中「情報通信技術利用事業」を「農林水産物等販売業」に改める。 

附則第２項に見出しとして「（この条例の失効）」を付し、同項中「平成３３年３月３

１日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

（失効に伴う経過措置） 

３ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する条例の失効の日（以下「失効日」という。） 

までに新設し、又は増設した設備については、この条例は、失効日後も、なおその効 

力を有する。 

 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第２項中「平成３３年３

月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める改正規定は、公布の日から施行する。 
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承認第 ３ 号 
 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 
 
  令和３年６月２３日提出 
 
                         鹿追町長 喜 井 知 己 
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専 決 処 分 書 
 

令和２年度鹿追町一般会計繰越明許費の追加のため、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、別紙のとおり専決処分する。 
 
令和３年３月３０日 
                        鹿追町長 喜 井 知 己   
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（
別

　
　

紙
)

（
 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

 
 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
の

 
追

 
加

 
 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

令
和

２
年

度
鹿

追
町

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

１
４

号
）

令
和

２
年

度
鹿

追
町

の
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
１

４
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
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第
 
１

 
表

単
位

　
千

円

款
項

事
業

名
金

額

2
総

務
費

1
総

務
管

理
費

文
化

財
史

跡
看

板
外

更
新

事
業

１
，

４
６

３

１
，

４
６

３
計

繰
　

　
越

　
　

明
　

　
許

　
　

費
　

　
補

　
　

正

-15-



報
告

第
 
１

 
号

　
　

　
令

和
２

年
度

鹿
追

町
一

般
会

計
繰

越
明

許
費

の
報

告
に

つ
い

て

　
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
４

６
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
令

和
２

年
度

鹿
追

町
一

般
会

計
繰

越
明

許
費

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。

　
　

令
和

　
３

年
　

６
月

２
３

日
提

出

鹿
追

町
長

　
喜

　
井

　
知

　
己

　
　

　

令
和

２
年

度
鹿

追
町

一
般

会
計

繰
越

明
許

費
繰

越
計

算
書

単
位

：
円

左
　

　
の

　
　

財
　

　
源

　
　

内
　

　
訳

事
業

名
金

　
　

　
額

既
 
収

 
入

未
 
収

 
入

 
特

 
定

 
財

 
源

特
定

財
源

国
・
道
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

款
項

翌
 
年

 
度

繰
 
越

 
額

一
般

財
源

2
総

務
費
1
総

務
管

理
費
定
住
促
進
住
宅
建
設
奨
励
事
業

4,
80
0
,0
00

3,
30
0,
00
0

3,
30
0
,0
00

2

2
清

掃
費
十
勝
圏
複
合
事
務
組
合
負
担
金
事
業

（
汚
泥
処
理
設
備
更
新
分
）

6,
00
0

6
,0
00

6,
00
0

2
1
総

務
管

理
費
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

導
入

費
補

助
事

業
20
0,
00
0

20
0,
00
0

20
0,
00
0

1,
46
3
,0
00

2
1
総

務
管

理
費
文
化
財
史
跡
看
板
外
更
新
事
業

1
総

務
管

理
費

1,
46
3
,0
00

1,
46
3,
00
0

高
度
無
線
環
境
整
備
推
進
事
業

37
0,
75
4,
00
0
3
70
,7
54
,0
00

25
,9
10
,0
00

0

2

1
保

健
衛

生
費
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

接
種

体
制

確
保

事
業

18
,3
00
,0
00

50
,5
60
,0
00

0
5
農

林
費
1
農

業
費
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
用
ト
ラ
ク
タ
ー

・
ス
ラ
リ
ー
タ
ン
カ
ー
整
備
事
業

衛
生

費
4

84
,3
81
,0
00

6
8,
86
0,
00
0

25
,9
10
,0
00

2
5,
91
0,
00
0

52
,2
64
,0
00

22
8,
47
0,
00
0
1
40
,0
00
,0
00

2,
28
4,
00
0

1
総

務
管

理
費
消

防
署

関
連

防
疫

用
消

耗
品

整
備

事
業

1,
25
0
,0
00

1,
24
5,
00
0

1,
00
0
,0
00

2
45
,0
00

道
営

土
地

改
良

事
業

52
,2
64
,0
00

2
,8
50
,0
00

20
,2
00
,0
00

3
,0
00
,0
00

2
6,
21
4,
00
0
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左
　

　
の

　
　

財
　

　
源

　
　

内
　

　
訳

事
業

名
金

　
　

　
額

既
 
収

 
入

未
 
収

 
入

 
特

 
定

 
財

 
源

特
定

財
源

国
・
道
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

款
項

翌
 
年

 
度

繰
 
越

 
額

一
般

財
源

6
商

工
費
1
商

工
費
鹿
追
町
企
業
活
性
化
推
進
助
成
事
業

22
,0
00
,0
00

2
1,
98
4,
00
0

21
,9
84
,0
00

0

4,
00
0
,0
00

9
教

育
費
2
小

学
校

費
学
校
保
健
特
別
対
策
事
業

（
感
染
症
対
策
等
の
学
校
教
育

活
動
継
続
支
援
事
業
）

0

3
中

学
校

費
学
校
保
健
特
別
対
策
事
業

（
感
染
症
対
策
等
の
学
校
教
育

活
動
継
続
支
援
事
業
）

1,
60
0
,0
00

1,
60
0,
00
0

1,
60
0
,0
00

0

合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

56
8,
62
8,
00
0
5
51
,5
86
,0
00

28
2
,1
30
,0
00

16
0,
20
0,
00
0

7
5,
54
4,
00
0
3
3,
71
2,
00
0

4,
00
0
,0
00

4,
00
0,
00
0
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報
告

第
 
２

 
号 令

和
２

年
度

鹿
追

町
一

般
会

計
事

故
繰

越
し

の
報

告
に

つ
い

て

　
　

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

５
０

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

令
和

２
年

度
鹿

追
町

一
般

会
計

事
故

繰
越

し
に

係
る

歳
出

予
算

の
繰

越
に

つ
い

て
、

　
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。

　
　

令
和

　
３

年
　

６
月

２
３

日
　

提
出

鹿
追

町
長

　
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

２
年

度
鹿

追
町

一
般

会
計

事
故

繰
越

し
繰

越
計

算
書

　
単

位
：

円
左

　
　

の
　

　
財

　
　

源
　

　
内

　
　

訳
目

事
業

名
未

 
収

 
入

 
特

 
定

 
財

 
源

国
・
道
支
出
金

地
方

債
そ

の
他

款
項

支
出

負
担

行
為

額

左
 
の

 
内

 
訳

支
出

負
担

行
為

予
定

額

翌
年

度
繰

越
額

説
明

支
出

済
額

支
出

未
済

額
一

般
財

源

5
農

林
費

1
農

業
費

5

環
境

保
全

セ
ン

タ
ー

中
鹿

追
バ

イ
オ

ガ
ス

プ
ラ

ン
ト

発
電

機
設

置
事

業

71
,5
0
0,
0
00

71
,
50
0
,0
00

71
,
50
0
,0
0
0

71
,5
0
0,
00
0

発
電
機
は
海
外
受
注
製
造

機
械
で
あ
り
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
製
造
国
が
ロ
ッ
ク
ダ

ウ
ン
、
国
際
的
な
物
流
停

滞
に
よ
る
貨
物
船
の
手
配

及
び
出
港
・
入
港
規
制
等

に
よ
り
、
国
内
へ
の
到
着

が
遅
れ
て
お
り
、
工
期
内

の
完
了
が
難
し
い
こ
と
か

ら
、
や
む
を
得
ず
事
故
繰

越
を
す
る
。
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議案第 ４０ 号 

 

   鹿追町行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等 

   に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に 

   関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 鹿追町行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和３年６月２３日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等 

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に 

関する条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成２７年

条例第２４号)の一部を次のように改正する。 

 

第１条中「第１９号第１０号」を「第１９条第１１号」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和３年９月１日から施行する。 
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議案第 ４１ 号 

 

   鹿追町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和３年６月２３日提出 

 

                     鹿追町長 喜 井 知 己 

 

   鹿追町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町手数料徴収条例（平成１２年条例第２０号）の一部を次のように改正

する。 

 

別表中 

 「 

３６ 行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号）第

２条第７項に規定する個人番号カー

ドの再交付 

個人番号カ

ードの再交

付 １枚に

つき 

８００円

３７ 行政不服審査法第３８条の規定に基

づき審理員が行う提出書類等の写し

等の交付 

提出書類等

の写し等の

交付１枚に

つき 

１０円

３８ 行政不服審査法第８１条の規程に基

づき同条の機関が行う主張書面等の

写し等の交付 

主張書面等

の写し等の

交付１枚に

つき 

１０円

                                 」を 

 「 

３６ 行政不服審査法第３８条の規定に基

づき審理員が行う提出書類等の写し

等の交付 

提出書類等

の写し等の

交付１枚に

つき 

１０円
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３７ 行政不服審査法第８１条の規程に基

づき同条の機関が行う主張書面等の

写し等の交付 

主張書面等

の写し等の

交付１枚に

つき 

１０円

                                 」に 

 改める。 

 

附 則 

この条例は、令和３年９月１日から施行する。 
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議案第 ４２ 号 

 

   鹿追町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定 

について 

 

 鹿追町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を次のとおり制定 

する。 

 

  令和３年６月２３日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町固定資産評価審査委員会条例(昭和２９年条例第１５号)の一部を次の

ように改正する。 

 

第４条中第４項を削り、第５項を第４項とし、第６項を第５項とする。 

第８条第５項中「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない」を「記

載しなければならない」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ４３ 号 

 

   鹿追町町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町町税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 令和３年６月２３日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町町税条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町町税条例（昭和２９年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 

第２４条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除

対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

第３６条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満

の者に限る」に改める。 

附則第５条第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控

除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第１０条の２第１６項中「同意導入促進基本計画」の次に「（中小企業

等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第５０条第２項に規定する同意導入

促進基本計画をいう。）」を加え、「同条」を「法附則第６４条」に、「家屋

及び構築物」を「特例対象資産」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲 

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第２４条第２項及び第３６条の３の３第１項の改正規定並びに附則第

５条第１項の改正規定並びに次条の規定 令和６年１月１日 

(2) 附則第１０条の２第１６項の改正規定及び附則第３条の規定 産業競

争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第 号）附則第

１条第２号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか

遅い日 
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（町民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の鹿追町町税条例の規定中個人 

の町民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の町民税について 

適用し、令和５年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施行の 

日から令和３年３月３１日までの期間（以下この項において「適用期間」と

いう。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号。次項

において「改正法」という。）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項

において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。

以下この項において同じ。）をした同条に規定する家屋及び構築物（中小事

業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」

という。）に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を

行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋

及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における

当該家屋及び構築物を含む。）に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。 

２ この条例による改正後の鹿追町町税条例（以下この項において「新条例」

という。）附則第１０条の２第１６項の規定は、令和３年４月１日以後に改

正法第１条の規定による改正後の地方税法附則第６４条に規定する中小事業

者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定

する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規定する特例対

象資産（以下この項において「特例対象資産」という。）（中小事業者等が、

同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）

に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該

特例対象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規定

する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５

号）の施行の日以後、家屋及び構築物にあっては地方税法等の一部を改正す

る法律（令和２年法律第２６号）の施行の日以後に取得をした同条に規定す

る先端設備等に該当する特例対象資産を、令和３年４月１日以後にリース取

引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に対して

課する附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１

日（当該施行の日が１月１日である場合には、同日）を賦課期日とする年度

以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、令和３年

４月１日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得をした特例
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対象資産に対する新条例附則第１０条の２第１６項の規定の適用については、

同項中「中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第５０条第２項」

とあるのは、「生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）第３８条

第２項」とする。 
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議案第 ４４ 号 

 

   鹿追町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 令和３年６月２３日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町国民健康保険税条例（平成２０年条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

 

第２条第１項を次のように改める。 

前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とす

る。 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条

において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用の

うち、道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定による後期高齢者

支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介

護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下この条に

おいて「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）

に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(2) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（道の国民健康保険に関する特別会計において

負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）

に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(3) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第

９条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）に

つき算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事

-26-



業費納付金の納付に要する費用（道の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充

てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

 

第２条第２項中「前項」を「前項第１号」に改め、同条第３項中「第１項」を

「第１項第２号」に改め、同条第４項中「第１項」を「第１項第３号」に改め、

「（国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険

者であるものをいう。以下同じ。）」を削る。 

第３条第１項中「１００分の４．３０」を「１００分の４．９０」に改める。 

第５条第１号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削る。 

第８条中「１００分の０．６０」を「１００分の０．９０」に改める。 

第２３条第２項を削る。 

附則第１９項中「及び令和２年度分」を「から令和３年度分まで」に、「令和

３年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改める。 

 

附 則 

（施行期日等）  

１ この条例は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

（適用区分） 

２ 改正後の鹿追町国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 

-27-



議案第 ４５ 号 

 

   鹿追町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一 

部を改正する条例の制定について 

 

 鹿追町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正す

る条例を次のとおり制定する。 

 

  令和３年６月２３日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一 

部を改正する条例 

 

鹿追町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成２６年条

例第１３号)の一部を次のように改正する。 

 

第６条第１項本文中「第３号」を「以下この条」に改め、同項第３号中「以下

この号」の次に「及び第４項第１号」を加え、同条第５項中「、次」を「次」に、

「行う者」を「行う施設」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ４６ 号 

 

   鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す 

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和３年６月２３日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す 

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例(平成２６年条例第１２号)の一部を次のように改正する。 

 

第４２条第４項第１号中「児童福祉法第２４条第３項」を「児童福祉法第２４

条第３項(同法第７３条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」

に改め、同条第５項中「、次」を「次」に、「行う者」を「行う施設」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ４７ 号 

 

   鹿追町公営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 鹿追町公営住宅管理条例の一部改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和３年６月２３日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己    

 

鹿追町公営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町公営住宅管理条例（平成８年条例第２２号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第８条第４項中「寡婦（寡夫）」を「ひとり親世帯の親」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和３年７月１日から施行する。 
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議案第 ４８ 号 
 
   鹿追町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 
 
 鹿追町介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 
 
令和３年６月２３日提出 
 

鹿追町長 喜 井 知 己 
 

鹿追町介護保険条例の一部を改正する条例 
 
 鹿追町介護保険条例（平成１２年条例第７号）の一部を次のように改正する。 
 
附則第７条第１項中「令和３年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改

め、同項第１号中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第

３１号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（次号に

おいて「新型コロナウイルス感染症」という」を「新型コロナウイルス感染症

（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律

第１１４号）第６条第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

次号において同じ」に改め、「維持する者」の次に「（以下「主たる生計維持者」

という。）」を加え、同項第２号中「第１号被保険者の属する世帯の生計を主と

して維持する者」を「主たる生計維持者」に改め、同号ア中「事業収入等」を

「主たる生計維持者の事業収入等」に改め、同号イ中「減少する」を「主たる

生計維持者の合計所得金額（令第２２条の２第１項に規定する合計所得金額を

いう。）のうち、減少する」に改める。 
 

附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第７条第１項及び次項の

規定は、令和３年４月１日から適用する。 
 （経過措置） 
２ 令和２年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の第７条第１

項の規定の適用については、同項第２号イ中「令第２２条の２第１項」とあ

るのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第３８１

号）第７条の規定による改正前の令第２２条の２第１項」とする。 
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議案第 ４９ 号 

 

   鹿追町公共下水道設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 鹿追町公共下水道設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和３年６月２３日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町公共下水道設置条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町公共下水道設置条例（平成６年条例第２８号）の一部を次のように改

正する。 

 

第３条第２号中「３，３００」を「１８０」に、「２３０」を「２０」に、

「１，５１０」を「１１０」に、「１，５６０」を「５０」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和３年７月１日から施行する。 
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用
機

器
購

入
費

電
気

機
器

購
入

費

通
信

用
機

器
購

入
費

社
会

福
祉

協
議

会
活

動
補

助
金

介
護

保
険

特
別

会
計

繰
出

金

△
52 30 22 22 31

2
39

4
07 40

2,
1
29

3
31

 1
.
報

酬

10
.
需

用
費

11
.
役

務
費

13
.
使

用
料

及
び

賃
借

料

17
.
備

品
購

入
費

18
.
負

担
金

補
助

及
び

交
付

金

27
.
繰

出
金

△
52 30 22 22

7
17

2,
1
29

3
31

5
2

△

2
4
6

4
,
97

2

2
4
6

3
,
00

5

79
1

2
4
6

2
,
21

4

1
,
9
6
7

29
2

2
,
8
7
4

5
2

2
,
82

2
△

6
41

,
5
6
8

5
,2

1
8

6
4
6
,
78

6

5
00

,
8
8
2

3
,2

5
1

5
0
4
,
13

3

2
,
7
9
4

7
9
1

3
,
58

5

1
09

,
4
4
7

2
,4

6
0

1
1
1
,
90

7

1
40

,
4
8
6

1
,9

6
7

1
4
2
,
45

3

12
,
39

4
2
9
2

12
,
6
8
6

監
査

委
員

費
目

 
1.

老
人

福
祉

施
設

費
目

 
5.

在
宅

福
祉

費
目

 
6.

児
童

福
祉

施
設

費
目

 
1.

社
会

福
祉

費
項

 1
.

児
童

福
祉

費
項

 2
.

民
生

費
款

 3
.
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公
共

施
設

清
掃

委
託

料

会
計

年
度

任
用

職
員

報
酬

会
計

年
度

任
用

職
員

諸
手

当

そ
の

他
備

品
購

入
費

印
刷

製
本

費

使
用

済
小

型
電

子
機

器
・

電
池

・
蛍

光
管

等
処

理
委

託
料

畑
作

構
造

転
換

事
業

補
助

金

2
92

1,
4
54

2
21

1,
3
20

1
35

1,
2
20

6
0,

8
07

12
.
委

託
料

 1
.
報

酬

 3
.
職

員
手

当
等

17
.
備

品
購

入
費

10
.
需

用
費

12
.
委

託
料

18
.
負

担
金

補
助

及
び

交
付

金

2
92

1,
4
54

2
21

1,
3
20

1
35

1,
2
20

6
0,

8
0
7

1
,
6
7
5

4
7
6

2
,
19

9

4
7
6

84
4

4
7
6

84
4

1
,
3
5
5

1
,
3
5
5

6
0
,
8
0
7

1
,
3
0
0

6
0
,
8
0
7

1
,
3
0
0

6
0
,
8
0
7

70
,
38

2
1
,6

7
5

72
,
0
5
7

4
46

,
9
4
3

2
,6

7
5

4
4
9
,
61

8

3
44

,
5
9
2

1
,3

2
0

3
4
5
,
91

2

40
,
84

6
1
,3

2
0

42
,
1
6
6

1
02

,
3
5
1

1
,3

5
5

1
0
3
,
70

6

1
02

,
3
5
1

1
,3

5
5

1
0
3
,
70

6

1,
1
39

,
8
0
9

6
2
,1

0
7

1,
2
0
1
,
91

6

1,
1
21

,
0
5
4

6
2
,1

0
7

1,
1
8
3
,
16

1

23
,
90

9
6
0
,8

0
7

84
,
7
1
6

児
童

措
置

費
目

 
2.

予
防

費
目

 
2.

清
掃

総
務

費
目

 
1.

農
業

振
興

費
目

 
2.

保
健

衛
生

費
項

 1
.

清
掃

費
項

 2
.

農
業

費
項

 1
.

衛
生

費
款

 4
.

農
林

費
款

 5
.

(
単

位
：

千
円

)

款
  

項
 
 目

補
正

前
の

額
補

正
額

説
　

　
明

計
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

特
　

定
　

財
　

源
一

般
財

源

節

区
　

分
金

　
額

国
道

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
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下
水

道
特

別
会

計
繰

出
金

鹿
追

町
店

舗
等

修
繕

補
助

金

会
計

年
度

任
用

職
員

報
酬

会
計

年
度

任
用

職
員

諸
手

当

消
耗

品
費

修
繕

料

そ
の

他
原

材
料

費

電
気

機
器

購
入

費

1,
3
00

1,
0
00

1,
7
33

2
48

1
00

1,
5
00

2
90 88

27
.
繰

出
金

18
.
負

担
金

補
助

及
び

交
付

金

 1
.
報

酬

 3
.
職

員
手

当
等

10
.
需

用
費

15
.
原

材
料

費

17
.
備

品
購

入
費

1,
3
00

1,
0
00

1,
7
33

2
48

1,
6
00

2
90 88

1
,
3
0
0

4
,
9
5
9

4
,
9
5
9

1
,
0
0
0

3
,
5
8
1

37
8

10
,
16

7

7
,
9
0
0

4
,
7
0
0

2
36

,
8
9
0

1
,3

0
0

2
3
8
,
19

0

2
02

,
8
6
9

4
,9

5
9

2
0
7
,
82

8

2
02

,
8
6
9

4
,9

5
9

2
0
7
,
82

8

89
,
29

1
1
,0

0
0

90
,
2
9
1

89
,
58

3
3
,5

8
1

93
,
1
6
4

17
,
81

8
3
7
8

18
,
1
9
6

4
60

,
2
6
2

1
0
,1

6
7

4
7
0
,
42

9

2
00

,
1
8
5

7
,9

0
0

2
0
8
,
08

5

64
,
70

7
4
,7

0
0

69
,
4
0
7

農
業

用
水

事
業

費
目

 
7.

商
工

業
振

興
費

目
 
1.

観
光

費
目

 
2.

魚
族

資
源

保
護

対
策

費
目

 
4.

道
路

維
持

費
目

 
1.

商
工

費
項

 1
.

道
路

橋
り

ょ
う

費
項

 1
.

商
工

費
款

 6
.

土
木

費
款

 7
.
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ス
ト

ニ
ィ

プ
レ

イ
ン

通
り

歩
道

補
修

工
事

修
繕

料

単
独

事
業

そ
の

他
報

償
費

会
計

年
度

任
用

職
員

報
酬

会
計

年
度

任
用

職
員

諸
手

当

会
計

年
度

任
用

職
員

報
酬

4,
7
00

3,
2
00

2
10

1,
6
85

3
72

6
93

10
.
需

用
費

14
.
工

事
請

負
費

 7
.
報

償
費

 1
.
報

酬

 3
.
職

員
手

当
等

 1
.
報

酬

4,
7
00

3,
2
00

2
10

1,
6
85

3
72

6
93

3
,
2
0
0

21
0

21
0

2
,
0
5
7

2
,
0
5
7

1
,5

1
0

1
0

67
2

△

1
,5

1
0

67
2

△

1
,5

1
0

1
,
51

0
△

77
2

1
35

,
4
7
8

3
,2

0
0

1
3
8
,
67

8

34
,
02

3
2
1
0

34
,
2
3
3

26
,
37

6
2
1
0

26
,
5
8
6

40
,
17

2
2
,0

5
7

42
,
2
2
9

35
,
05

7
2
,0

5
7

37
,
1
1
4

4
36

,
0
2
5

8
4
8

4
3
6
,
87

3

2
06

,
9
1
5

8
3
8

2
0
7
,
75

3

1
17

,
8
9
7

0
1
1
7
,
89

7

57
,
54

2
7
7
2

58
,
3
1
4

道
路

新
設

改
良

費
目

 
2.

公
園

緑
地

費
目

 
1.

住
宅

管
理

費
目

 
1.

教
育

振
興

費
目

 
3.

共
同

調
理

場
費

目
 
5.

都
市

計
画

費
項

 3
.

住
宅

費
項

 4
.

教
育

総
務

費
項

 1
.

教
育

費
款

 9
.

(
単

位
：

千
円

)

款
  

項
 
 目

補
正

前
の

額
補

正
額

説
　

　
明

計
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

特
　

定
　

財
　

源
一

般
財

源

節

区
　

分
金

　
額

国
道

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
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会
計

年
度

任
用

職
員

諸
手

当

そ
の

他
点

検
・

清
掃

・
検

査
等

料

そ
の

他
役

務
費

体
育

連
盟

活
動

補
助

金

町
づ

く
り

基
金

利
子

等
積

立
金

地
域

福
祉

基
金

積
立

金

環
境

保
全

セ
ン

タ
ー

基
金

利
子

等
積

立
金

鹿
追

町
ふ

る
さ

と
寄

附
金

基
金

利
子

等
積

立
金

79 24 42 10 30

5
00

1
8,

9
65

1,
0
00

79
 3

.
職

員
手

当
等

11
.
役

務
費

18
.
負

担
金

補
助

及
び

交
付

金

24
.
積

立
金

66 10

2
0,

4
9
5

6
6

1
0

1
0

1
,4

9
8

18
,
9
9
7

1
,4

9
8

18
,
9
9
7

1
,4

9
8

18
,
9
9
7

23
,
38

5
6
6

23
,
4
5
1

51
,
84

9
1
0

51
,
8
5
9

51
,
84

9
1
0

51
,
8
5
9

3
05

,
7
7
8

2
0
,4

9
5

3
2
6
,
27

3

3
05

,
7
7
8

2
0
,4

9
5

3
2
6
,
27

3

3
05

,
7
7
8

2
0
,4

9
5

3
2
6
,
27

3

車
両

管
理

費
目

 
6.

体
育

振
興

費
目

 
1.

基
金

費
目

 
1.

保
健

体
育

費
項

 5
.

基
金

費
項

 1
.

諸
支

出
金

款
11

.
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５
１

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

 
千

 
円

 
を

 
減

 
額

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
 
 
 
 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

７
８

５
，

５
２

８
 
千

 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

（
 
債

 
務

 
負

 
担

 
行

 
為

 
の

 
補

 
正

 
）

（
 
地

 
方

 
債

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
２

 
条

 
 
 
地

 
方

 
債

 
の

 
変

 
更

 
は

 
、

 
「

 
第

 
２

 
表

 
地

 
方

 
債

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 

令
 
和

 
３

 
年

 
６

 
月

 
２

３
 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

議
案

第

令
和

３
年

度
鹿

追
町

の
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

６
，

２
５

４
第

 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
か

 
ら

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　

令
和

３
年

度
鹿

追
町

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
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歳
　

入
　

合
　

計

 
1
.
国

民
健

康
保

険
税

2
2
3
,
3
03

△
6
,3

4
4

2
1
6
,
9
5
9

 
1
.
国

民
健

康
保

険
税

2
2
3
,
3
03

△
6
,3

4
4

2
1
6
,
9
5
9

 
3
.
道

支
出

金
4
9
8
,
4
74

9
0

4
9
8
,
56

4

 
1
.
道

補
助

金
4
9
8
,
4
73

9
0

4
9
8
,
56

3

7
9
1
,
7
82

△
6
,2

5
4

7
8
5
,
5
2
8

第
１

表
　

歳
入

歳
出

予
算

補
正

（
歳

　
入

）
（

単
位

：
千

円
）

予
算

確
定

前

項
款

補
正

前
の

額
補

正
額

計
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歳
　

出
　

合
　

計

 
2
.
保

険
給

付
費

4
6
8
,
8
59

9
0

4
6
8
,
9
4
9

 
5
.
葬

祭
諸

費
3
00

9
0

39
0

 
3
.
国

民
健

康
保

険
事

業
費

納
付

金
2
9
1
,
1
66

△
6
,3

4
4

2
8
4
,
82

2

 
1
.
医

療
給

付
費

分
2
0
0
,
3
48

△
1
,4

6
3

1
9
8
,
88

5

 
2
.
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

分
6
2
,
6
5
9

△
2
,3

4
9

6
0
,
3
1
0

 
3
.
介

護
納

付
金

分
2
8
,
1
5
9

△
2
,5

3
2

2
5
,
6
2
7

7
9
1
,
7
82

△
6
,2

5
4

7
8
5
,
52

8

（
歳

　
出

）
（

単
位

：
千

円
）

予
算

確
定

前

項
款

補
正

前
の

額
補

正
額

計
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1
.
国

民
健

康
保

険
税

 
3
.
道

支
出

金

歳
　

入
　

合
　

計

2
2
3
,
3
03

△
6,

3
4
4

2
1
6
,
95

9

4
9
8
,
4
74

4
9
8
,
5
6
4

7
9
1
,
7
82

7
8
5
,
52

8

9
0

△
6,

2
5
4

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

（
歳

　
入

）

１
．

総
　

括

（
単

位
：

千
円

）

款
補

正
前

の
額

補
正

額
計

予
算

確
定

前
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9
0

4
6
8
,
8
59

4
68

,
9
4
9

90

2
9
1
,
1
66

2
84

,
8
2
2

△
6
,
34

4

7
9
1
,
7
82

7
85

,
5
2
8

△
6
,
3
4
4

△
6
,3

4
4

△
6
,2

5
4

90

 
2
.
保

険
給

付
費

 
3
.
国

民
健

康
保

険
事

業
費

納
付

金

歳
　

出
　

合
　

計

（
歳

　
出

）
（

単
位

：
千

円
）

補
正

額
の

財
源

内
訳

特
定

財
源

一
般

財
源

予
算

確
定

前

款
補

正
前

の
額

補
正

額
計

国
道

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

-53-



△
4
,0

2
7

△
2
,9

5
3

6
3
6

9
0

医
療

給
付

費
分

現
年

課
税

分

後
期

高
齢

者
支

援
金

分
現

年
課

税
分

介
護

納
付

金
分

現
年

課
税

分

普
通

交
付

金

医
療

給
付

費
分

現
年

課
税

分
 1

.
△

4
,
0
2
7

後
期

高
齢

者
支

援
金

分
現

年
課

税
分

 2
.

△
2
,
9
5
3

介
護

納
付

金
分

現
年

課
税

分
 3

.
63

6

普
通

交
付

金
 1

.
9
0

22
3
,3

0
3

6
,
3
4
4

△
21

6
,9

5
9

22
3
,3

0
3

6
,
3
4
4

△
21

6
,9

5
9

22
3
,3

0
3

6
,
3
4
4

△
21

6
,9

5
9

49
8
,4

7
4

9
0

4
9
8
,5

6
4

49
8
,4

7
3

9
0

4
9
8
,5

6
3

49
8
,4

7
3

9
0

4
9
8
,5

6
3

一
般

被
保

険
者

国
民

健
康

保
険

税
目

 
1.

保
険

給
付

費
等

交
付

金
目

 
1.

項
 1

.
国

民
健

康
保

険
税

項
 1

.
道

補
助

金

国
民

健
康

保
険

税
款

 
1.

道
支

出
金

款
 
3.

(
単

位
：

千
円

)
２

．
歳

　
入

予
算

確
定

前

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
款

  
項

  
目

区
　

分
説

　
　

明
節

金
　

額

-54-



葬
祭

費

一
般

被
保

険
者

医
療

給
付

費
分

納
付

金

一
般

被
保

険
者

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
分

納
付

金

介
護

納
付

金
分

納
付

金

90

△
1,

4
63

△
2,

3
49

△
2,

5
32

18
.
負

担
金

補
助

及
び

交
付

金

18
.
負

担
金

補
助

及
び

交
付

金

18
.
負

担
金

補
助

及
び

交
付

金

18
.
負

担
金

補
助

及
び

交
付

金

△ △ △

90

1,
4
63

2,
3
49

2,
5
32

9
0

9
0

9
0

6
,
3
4
4

△

1
,
4
6
3

△

1
,
4
6
3

△

2
,
3
4
9

△

2
,
3
4
9

△

2
,
5
3
2

△

2
,
5
3
2

△

4
68

,
8
5
9

9
0

4
6
8
,
94

9

30
0

9
0

39
0

30
0

9
0

39
0

2
91

,
1
6
6

6
,3

4
4

2
8
4
,
82

2
△

2
00

,
3
4
8

1
,4

6
3

1
9
8
,
88

5
△

2
00

,
3
4
8

1
,4

6
3

1
9
8
,
88

5
△

62
,
65

9
2
,3

4
9

60
,
3
1
0

△

62
,
65

9
2
,3

4
9

60
,
3
1
0

△

28
,
15

9
2
,5

3
2

25
,
6
2
7

△

28
,
15

9
2
,5

3
2

25
,
6
2
7

△

葬
祭

費
目

 
1.

一
般

被
保

険
者

医
療

給
付

費
分

目
 
1.

一
般

被
保

険
者

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
分

目
 
1.

介
護

納
付

金
分

目
 
1.

葬
祭

諸
費

項
 5

.

医
療

給
付

費
分

項
 1

.

後
期

高
齢

者
支

援
金

等
分

項
 2

.

介
護

納
付

金
分

項
 3

.

保
険

給
付

費
款

 2
.

国
民

健
康

保
険

事
業

費
納

付
金

款
 3

.

(
単

位
：

千
円

)
３

．
歳

　
出

款
  

項
 
 目

補
正

前
の

額
補

正
額

説
　

　
明

計
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

特
　

定
　

財
　

源
一

般
財

源

節

区
　

分
金

　
額

予
算

確
定

前

国
道

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
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号

令
和

３
年

度
鹿

追
町

の
国

民
健

康
保

険
病

院
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

令
和

３
年

度
鹿

追
町

国
民

健
康

保
険

病
院

事
業

会
計

予
算

（
以

下
「

予
算

」
と

い
う

。
）

第
２

条
中

（
５

）
建

設
改

良
事

業

１
有

形
固

定
資

産
購

入
費

 
「

１
８

，
９

２
０

千
円

」
を

「
１

９
，

５
８

０
千

円
」

に
改

め
る

。

予
算

第
３

条
に

定
め

た
収

益
的

収
入

及
び

支
出

の
予

定
額

を
次

の
と

お
り

補
正

す
る

。

予
算

第
４

条
に

定
め

た
資

本
的

収
入

及
び

支
出

の
予

定
額

を
次

の
と

お
り

補
正

す
る

。

（
 
 
 
 
計

 
 
 
 
）

第
１

項
他

会
計

補
助

金
４

，
２

１
０

千
円

６
６

０
千

円

千
円

４
，

８
７

０
千

円

収
入

支
出

４
，

８
７

０
千

円

第
１

款
資

本
的

収
入

４
，

２
１

０
千

円
６

６
０

（
 
科

 
　

 
 
 
目

 
）

収
入

（
 
 
 
 
計

 
 
 
 
）千

円

６
６

６
，

４
５

０
千

円

第
１

項
医

業
費

用
６

６
１

，
６

１
７

千
円

１
，

７
３

８
千

円
６

６
３

，
３

５
５

第
１

款
病

院
事

業
費

用
６

６
４

，
７

１
２

千
円

１
，

７
３

８
千

円

千
円

３
９

６
，

０
３

４

１
，

７
３

８
千

円
６

６
６

，
４

５
０

千
円

第
１

項
医

業
収

益
３

９
４

，
２

９
６

千
円

１
，

７
３

８
千

円

令
和

３
年

度
鹿

追
町

国
民

健
康

保
険

病
院

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

第
２

条

第
３

条

議
案

第
５

２

第
１

条

第
４

条

（
 
科

 
　

 
 
 
目

 
）

（
既

決
予

定
額

）

（
既

決
予

定
額

）

（
補

正
予

定
額

）

（
補

正
予

定
額

）

第
１

款
病

院
事

業
収

益
６

６
４

，
７

１
２

千
円
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予
算

第
７

条
中

他
会

計
補

助
金

「
２

６
０

，
９

２
８

千
円

」
を

「
２

６
１

，
５

８
８

千
円

」
に

改
め

る
。

鹿
 
追

 
町

 
長

　
 
喜

 
 
井

 
 
知

 
 
己

　
　

　
令

和
 
３

 
年

 
６

 
月

 
２

３
 
日

 
 
提

 
出

第
５

条

６
０

，
１

７
４

千
円

第
１

項
建

設
改

良
費

１
８

，
９

２
０

千
円

６
６

０
千

円
１

９
，

５
８

０
千

円

第
１

款
資

本
的

支
出

５
９

，
５

１
４

千
円

６
６

０
千

円

支
出
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令

和
３

年
度

鹿
追

町
国

民
健

康
保

険
病

院
事

業
会

計
補

正
予

算
説

明
書

予
定

額

1
病

院
事

業
収

益
6
6
4
,
7
1
2

 
1
,
7
3
8

6
6
6
,
4
5
0

1
医

業
収

益
3
9
4
,
2
9
6

 
1
,
7
3
8

3
9
6
,
0
3
4

3
そ

の
他

医
業

収
益

3
6
,
0
3
3

 
1
,
7
3
8

3
7
,
7
7
1

公
衆

衛
生

活
動

収
益

1
,
7
3
8

千
円

追
加

予
定

額

1
病

院
事

業
費

用
6
6
4
,
7
1
2

 
1
,
7
3
8

6
6
6
,
4
5
0

1
医

業
費

用
6
6
1
,
6
1
7

 
1
,
7
3
8

6
6
3
,
3
5
5

2
材

料
費

9
9
,
9
2
0

 
1
,
5
0
0

1
0
1
,
4
2
0

診
療

材
料

費
1
,
5
0
0

千
円

追
加

3
経

費
1
0
4
,
3
0
8

 
2
3
8

1
0
4
,
5
4
6

消
耗

品
費

2
3
8

千
円

追
加

収
益

的
収

入
及

び
支

出

収
　

　
入

単
位

　
千

円

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

支
　

　
出

単
位

　
千

円

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明
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予
定

額

1
資

本
的

収
入

4
,
2
1
0

 
6
6
0

4
,
8
7
0

1
他

会
計

補
助

金
4
,
2
1
0

6
6
0

4
,
8
7
0

1
他

会
計

補
助

金
4
,
2
1
0

6
6
0

4
,
8
7
0

一
般

会
計

補
助

金
（

備
品

購
入

費
補

助
金

分
）

6
6
0

千
円

追
加

予
定

額

1
資

本
的

支
出

5
9
,
5
1
4

 
6
6
0

6
0
,
1
7
4

1
建

設
改

良
費

1
8
,
9
2
0

 
6
6
0

1
9
,
5
8
0

 
器

械
備

品
購

入
費

（
薬

用
保

冷
庫

購
入

費
外

）

6
6
0

千
円

追
加

資
本

的
収

入
及

び
支

出

収
　

　
入

単
位

　
千

円

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

支
　

　
出

単
位

　
千

円

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

1
1
8
,
9
2
0

6
6
0

1
9
,
5
8
0

有
形

固
定

資
産

購
入

費
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議
 
案

 
第

５
３

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
千

 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

 
千

 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

（
 
地

 
方

 
債

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
２

 
条

 
 
 
地

 
方

 
債

 
の

 
変

 
更

 
は

 
、

「
 
第

 
２

 
表

 
地

 
方

 
債

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

令
 
和

 
３

 
年

 
６

 
月

 
２

３
 
日

　
提

　
出

 
 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

３
年

度
鹿

追
町

の
簡

易
水

道
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

３
０

５
，

９
７

７

５
，

４
０

０

令
和

３
年

度
鹿

追
町

簡
易

水
道

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
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歳
　

入
　

合
　

計

 
6
.
町

債
1
4
9
,
2
00

5
,4

0
0

1
5
4
,
6
0
0

 
1
.
町

債
1
4
9
,
2
00

5
,4

0
0

1
5
4
,
6
0
0

3
0
0
,
5
77

5
,4

0
0

3
0
5
,
97

7

第
１

表
　

歳
入

歳
出

予
算

補
正

（
歳

　
入

）
（

単
位

：
千

円
）

予
算

確
定

前

項
款

補
正

前
の

額
補

正
額

計
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歳
　

出
　

合
　

計

 
1
.
事

業
費

2
1
7
,
6
24

5
,4

0
0

2
2
3
,
0
2
4

 
2
.
水

道
施

設
費

1
9
7
,
7
65

5
,4

0
0

2
0
3
,
1
6
5

3
0
0
,
5
77

5
,4

0
0

3
0
5
,
97

7

（
歳

　
出

）
（

単
位

：
千

円
）

予
算

確
定

前

項
款

補
正

前
の

額
補

正
額

計
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第
　
２
　
表

変
　
更

地
　
　
方
　
　
債
　
　
の
　
　
補
　
　
正

利
　
率

起
債
の
目
的

補
正
前

補
正
後

限
度
額

起
債
の

方
　
法

利
　
率

償
還
の
方
法

限
度
額

起
債
の

方
　
法

簡
易
水
道
事
業

1
4
9
,
2
0
0

償
還
の

方
　
法

千
円
以
内

2
.
0
％
以
内
（
た
だ
し
金
利
見
直

し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資

金
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
資

金
及
び
金
融
機
関
等
に
つ
い
て
、

利
率
の
見
直
し
を
行
っ
た
後
に
お

い
て
は
当
該
見
直
し
後
の
利
率
)

政
府
資
金
、
地
方
公
共
団
体

金
融
機
構
資
金
及
び
金
融
機

関
等
の
融
資
条
件
に
よ
る
。

た
だ
し
、
町
財
政
の
都
合
に

よ
り
据
置
期
間
及
び
償
還
期

間
を
短
縮
し
、
も
し
く
は
繰

上
償
還
又
は
低
利
に
借
換
え

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

千
円
以
内

1
5
4
,
6
0
0
補
正
前

に
同
じ

補
正
前

に
同
じ

補
正
前

に
同
じ

普
通
貸
借

又
　
　
は

証
券
発
行
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6
.
町

債

歳
　

入
　

合
　

計

1
4
9
,
2
00

5
,
4
0
0

1
5
4
,
6
0
0

3
0
0
,
5
77

3
0
5
,
9
7
7

5,
4
0
0

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

（
歳

　
入

）

１
．

総
　

括

（
単

位
：

千
円

）

款
補

正
前

の
額

補
正

額
計

予
算

確
定

前

-64-



5
,4

0
0

2
1
7
,
6
24

2
23

,
0
2
4

5
,4

0
0

3
0
0
,
5
77

3
05

,
9
7
7

5
,4

0
0

5
,4

0
0

 
1
.
事

業
費

歳
　

出
　

合
　

計

（
歳

　
出

）
（

単
位

：
千

円
）

補
正

額
の

財
源

内
訳

特
定

財
源

一
般

財
源

予
算

確
定

前

款
補

正
前

の
額

補
正

額
計

国
道

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
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5
,4

0
0

市
街

地
区

滅
菌

装
置

改
修

工
事

簡
易

水
道

事
業

債
簡

易
水

道
事

業
債

 1
.

5
,
4
0
0

14
9
,2

0
0

5
,
4
0
0

1
5
4
,6

0
0

14
9
,2

0
0

5
,
4
0
0

1
5
4
,6

0
0

14
9
,2

0
0

5
,
4
0
0

1
5
4
,6

0
0

簡
易

水
道

事
業

債
目

 
1.

項
 1

.
町

債

町
債

款
 
6.

(
単

位
：

千
円

)
２

．
歳

　
入

予
算

確
定

前

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
款

  
項

  
目

区
　

分
説

　
　

明
節

金
　

額
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市
街

地
区

滅
菌

装
置

改
修

工
事

単
独

事
業

5,
4
00

14
.
工

事
請

負
費

5,
4
00

5,
4
00

5,
4
00

5,
4
00

2
17

,
6
2
4

5
,4

0
0

2
2
3
,
02

4

1
97

,
7
6
5

5
,4

0
0

2
0
3
,
16

5

1
97

,
7
6
5

5
,4

0
0

2
0
3
,
16

5
施

設
管

理
費

目
 
1.

水
道

施
設

費
項

 2
.

事
業

費
款

 1
.

(
単

位
：

千
円

)
３

．
歳

　
出

款
  

項
 
 目

補
正

前
の

額
補

正
額

説
　

　
明

計
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源

　
内

　
訳

特
　

定
　

財
　

源
一

般
財

源
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区
　

分
金

　
額

予
算

確
定

前

国
道

支
出

金
地

方
債
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他
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５
４

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
千

 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

千
 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
 
 
令

 
和

 
３

 
年

 
６

 
月

 
２

３
 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

議
案

第

令
和

３
年

度
鹿

追
町

の
下

水
道

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

２
５

０
，

９
４

０

１
，

３
０

０

令
和

３
年

度
鹿

追
町

下
水

道
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）
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歳
　

入
　

合
　

計

 
4
.
繰

入
金

1
3
9
,
4
48

1
,3

0
0

1
4
0
,
7
4
8

 
1
.
他

会
計

繰
入

金
1
3
9
,
4
48

1
,3

0
0

1
4
0
,
7
4
8

2
4
9
,
6
40

1
,3

0
0

2
5
0
,
94

0

第
１

表
　

歳
入

歳
出

予
算

補
正

（
歳

　
入

）
（

単
位

：
千

円
）

予
算

確
定

前

項
款

補
正

前
の

額
補

正
額

計
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歳
　

出
　

合
　

計

 
1
.
管

理
費

7
0
,
8
0
7

1
,3

0
0

7
2
,
10

7

 
2
.
施

設
管

理
費

5
0
,
9
3
6

1
,3

0
0

5
2
,
23

6

2
4
9
,
6
40

1
,3

0
0

2
5
0
,
94

0

（
歳

　
出

）
（

単
位

：
千

円
）

予
算

確
定

前

項
款

補
正

前
の

額
補

正
額

計
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4
.
繰

入
金

歳
　

入
　

合
　

計

1
3
9
,
4
48

1
,
3
0
0

1
4
0
,
7
4
8

2
4
9
,
6
40

2
5
0
,
9
4
0

1,
3
0
0

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

（
歳

　
入

）

１
．

総
　

括

（
単

位
：

千
円

）

款
補

正
前

の
額

補
正

額
計

予
算

確
定

前
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1
,3
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0

7
0
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8
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1
0
7

1
,
3
0
0

2
4
9
,
6
40

2
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,
9
4
0

1
,
3
0
0

1
,3

0
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1
.
管

理
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歳
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合
　

計

（
歳

　
出

）
（

単
位

：
千

円
）

補
正

額
の

財
源

内
訳

特
定

財
源

一
般

財
源

予
算

確
定

前
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補

正
前

の
額

補
正

額
計

国
道

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
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0
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般
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計
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金
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般
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計
繰
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.

1
,
3
0
0

13
9
,4

4
8

1
,
3
0
0

1
4
0
,7

4
8

13
9
,4

4
8

1
,
3
0
0

1
4
0
,7

4
8

13
9
,4

4
8

1
,
3
0
0

1
4
0
,7

4
8

一
般

会
計

繰
入

金
目

 
1.

項
 1

.
他

会
計

繰
入

金

繰
入

金
款

 
4.

(
単

位
：

千
円

)
２

．
歳

　
入

予
算

確
定

前

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
款

  
項

  
目

区
　

分
説

　
　

明
節

金
　

額
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00
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00
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0
0

1
,3

0
0
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,
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7
1
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0
0
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1
0
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6
1
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2
3
6

6
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5
4
8

1
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0

7
,
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設

管
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費
目

 
1.

施
設

管
理
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項
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.

管
理
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款

 1
.

(
単

位
：

千
円

)
３

．
歳

　
出

款
  

項
 
 目

補
正

前
の

額
補

正
額

説
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計
補

　
正

　
額

　
の

　
財

　
源
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訳
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財
　

源
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分
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議
 
案

 
第

５
５

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
１

５
 
千

 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

 
千

 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
 
 
 
 
令

 
和

 
３

 
年

 
６

 
月

 
２

３
 
日

　
提

 
出

 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

３
年

度
鹿

追
町

の
介

護
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

５
１

６
，

６
６

１

令
和

３
年

度
鹿

追
町

介
護

保
険

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
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歳
　

入
　

合
　

計

 
1
.
介

護
保

険
料

1
1
0
,
5
19

7
,9

9
1

1
1
8
,
5
1
0

 
1
.
介

護
保

険
料

1
1
0
,
5
19

7
,9

9
1

1
1
8
,
5
1
0

 
2
.
国

庫
支

出
金

1
1
0
,
8
82

△
4
,5

5
5

1
0
6
,
32

7

 
1
.
国

庫
負

担
金

7
9
,
0
74

△
6
,0

1
3

7
3
,
06

1

 
2
.
国

庫
補

助
金

3
1
,
8
0
8

1
,4

5
8

3
3
,
26

6

 
3
.
道

支
出

金
7
9
,
8
5
1

△
3
,7

5
2

7
6
,
0
9
9

 
1
.
道

負
担

金
7
5
,
7
05

△
3
,7

5
5

7
1
,
95

0

 
3
.
道

補
助

金
4
,
1
45

3
4
,
14

8

 
6
.
繰

入
金

8
3
,
2
7
3

3
3
1

8
3
,
60

4

 
1
.
一

般
会

計
繰

入
金

8
3
,
2
72

3
3
1

8
3
,
60

3

5
1
6
,
6
46

1
5

5
1
6
,
66

1

第
１

表
　

歳
入

歳
出

予
算

補
正

（
歳

　
入

）
（

単
位

：
千

円
）

予
算

確
定

前

項
款

補
正

前
の

額
補

正
額

計
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計

 
3
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地
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援
事

業
費

2
5
,
8
2
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1
5
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3
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事
業
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5
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7
6
7

1
5

1
5
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2

5
1
6
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6
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5

5
1
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）
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千

円
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予
算
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前
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前
の

額
補

正
額

計
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1
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護
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険
料

 
2
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国

庫
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3
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6
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1
1
0
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5
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7
,
9
9
1

1
1
8
,
5
1
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1
1
0
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8
82

1
0
6
,
3
2
7

7
9
,
8
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7
6
,
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9

8
3
,
2
73

8
3
,
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4

5
1
6
,
6
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5
1
6
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6
6
1

△
4,

5
5
5

△
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7
5
2

3
3
1

1
5
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入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
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入

）

１
．

総
　

括
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千
円
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補

正
前

の
額

補
正

額
計

予
算

確
定

前

-78-



0
4
7
6
,
2
46

4
76

,
2
4
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△
9
,
7
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3
2
8
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2
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,
8
4
3

△
1
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9

5
1
6
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6
46

5
16

,
6
6
1

7
,
9
9
1

3
1
5

3
3
1

1
5

1
,
4
61

△
8
,
3
07

 
2
.
保

険
給

付
費

 
3
.
地

域
支

援
事

業
費

歳
　

出
　

合
　

計

（
歳

　
出

）
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単
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千

円
）

補
正
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の

財
源
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定

財
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予
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正
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正
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の
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7
,9

9
1

△
6
,0

1
3 6

7
1
7

7
3
5

現
年

度
分

法
定

負
担

金

法
定

負
担

金

本
目

新
設

保
険

者
機

能
強

化
推

進
交

付
金

本
目

新
設

介
護

保
険

保
険

者
努

力
支

援
交

付
金

現
年

度
分

 1
.

7
,
9
9
1

現
年

度
分

 1
.

△
6
,
0
1
3

現
年

度
分

 1
.

6

保
険

者
機

能
強

化
推

進
交

付
金

 1
.

71
7

介
護

保
険

保
険

者
努

力
支

援
交

付
金

 1
.

73
5

11
0
,5

1
9

7
,
9
9
1

1
1
8
,5

1
0

11
0
,5

1
9

7
,
9
9
1

1
1
8
,5

1
0

11
0
,5

1
9

7
,
9
9
1

1
1
8
,5
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0
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0
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8
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4
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5
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△
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6
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2
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0
7
4
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△
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△
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5
,9

7
4

6
5
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8
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0
7
1
7

7
1
7

0
7
3
5

7
3
5

7
9
,
8
5
1

3
,7

5
2

△
7
6
,
0
9
9

第
１

号
被

保
険

者
保

険
料

目
 
1.

介
護

給
付

費
負

担
金

目
 
1.

地
域

支
援
事

業
交
付

金
　
（

介
護
予

防
・
日

常
生
活

支
援
以

外
）

目
 
3.

保
険

者
機

能
強

化
推

進
交

付
金

目
 
4.

介
護

保
険

保
険

者
努

力
支

援
交

付
金

目
 
5.

項
 1

.
介

護
保

険
料

項
 1

.
国

庫
負

担
金

項
 2

.
国

庫
補

助
金

介
護

保
険

料
款

 
1.

国
庫

支
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金
款
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出
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単
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項

  
目
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節

金
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般
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現
年

度
分

 1
.

△
3
,
7
5
5

現
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度
分
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.

3

現
年

度
分
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.

3

現
年

度
分

 1
.

32
8

7
5
,
7
0
5

3
,7

5
5

△
7
1
,
9
5
0
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5
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7
0
5

3
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△
7
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9
5
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4
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4
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4
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2
,9
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3
2
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9
0

8
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2
7
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3
3
1

8
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0
4

8
3
,
2
7
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3
3
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8
3
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0
3

2
,9

8
6

3
2
,9

8
9

5
,0

5
9
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議案第 ５６ 号 

 

財産の取得について 

 

 下記のとおり財産を取得したいので、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和３年６月２３日提出 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

記 

 

１ 取得財産の表示  町営牧場用ホイールローダ購入一式 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 金 額  １２，５１８，０００円 

４ 契約の相手方  鹿追町西町３丁目１０番地３３ 

           有限会社 佐々木自動車 

代表取締役 佐々木 幹 郎 
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議案第 ５７ 号 

 

財産の取得について 

 

 下記のとおり財産を取得したいので、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和３年６月２３日提出 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

記 

 

１ 取得財産の表示  環境保全センター消化液散布トラクター・ 

           スラリータンカー購入一式 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 金 額  ６８，８６０，０００円 

４ 契約の相手方  芽室町東芽室基線５番地３ 

           エム・エス・ケー農業機械株式会社十勝支社 

支社長 木 村 正 寿 
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同意第 ２ 号 

 

鹿追町副町長の選任について 

 

 次の者を鹿追町副町長に選任したいので、地方自治法第１６２条の規定により、

議会の同意を求める。 

 

記 

 

住 所  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

氏 名  松 本 新 吾 

     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

令和３年６月２３日提出 

                     鹿追町長 喜 井 知 己 

 

 

 

 提案理由 

  鹿追町副町長 松本新吾 氏の任期が令和３年６月３０日で満了することによ

る。 
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